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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

二
千
六
年
の
国
際
熱
帯
木
材
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
一
六
号

（
先
議
）
要
旨

）

こ
の
協
定
は
、
一
九
八
三
年
（
昭
和
五
十
八
年
）
の
国
際
熱
帯
木
材
協
定
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
作
成
さ
れ
た
一
九
九
四
年

（
平
成
六
年
）
の
国
際
熱
帯
木
材
協
定
を
承
継
す
る
も
の
と
し
て
、
二
○
○
六
年
（
平
成
十
八
年
）
一
月
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
開

催
さ
れ
た
国
際
連
合
会
議
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
協
定
は
、
持
続
可
能
で
あ
る
よ
う
に
経
営
さ
れ
、
か
つ
、
合
法
的
な
伐
採
が
行
わ
れ
た
森
林
か
ら
の
熱
帯
木
材
の
国
際

貿
易
の
発
展
及
び
熱
帯
林
の
持
続
可
能
な
経
営
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
そ
の
た
め
に
、
加
盟
国
の
間
の
協
議
、
国
際

協
力
及
び
政
策
立
案
の
た
め
の
効
果
的
な
枠
組
み
を
提
供
す
る
こ
と
、
熱
帯
木
材
の
輸
出
を
持
続
可
能
で
あ
る
よ
う
に
経
営
さ

れ
て
い
る
供
給
源
か
ら
の
も
の
に
つ
い
て
行
う
こ
と
を
達
成
す
る
た
め
の
加
盟
国
の
能
力
を
高
め
る
こ
と
、
熱
帯
木
材
の
違
法

伐
採
及
び
関
連
す
る
貿
易
に
対
処
す
る
た
め
の
加
盟
国
の
能
力
を
強
化
す
る
こ
と
等
を
規
定
し
て
い
る
。
一
九
九
四
年
協
定
と

の
主
な
相
違
点
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
持
続
可
能
な
森
林
経
営
を
促
進
し
、
熱
帯
木
材
の
国
際
貿
易
が
適
切
に
行
わ
れ
る
た
め
に
は
違
法
伐
採
問
題
へ
の
取
組
が

必
要
か
つ
有
効
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
、
我
が
国
等
が
違
法
伐
採
問
題
へ
の
取
組
を
協
定
に
明
記
す
べ
き
で
あ
る
旨
主
張
し
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、

。

、

、

、

た
結
果

こ
の
協
定
の
目
的
に
盛
り
込
ま
れ
た

ま
た

理
事
会
は

違
法
伐
採
に
関
す
る
加
盟
国
か
ら
の
情
報
を
検
討
し

及
び
評
価
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。

二
、
こ
の
協
定
の
運
用
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
運
営
に
係
る
基
礎
的
な
費
用
と
、
通
信
、
広
報
、
専
門
家
会
合
等
の
中
核

的
な
活
動
に
係
る
費
用
と
に
区
分
し
、
前
者
の
費
用
は
加
盟
生
産
国
及
び
加
盟
消
費
国
が
均
等
に
負
担
す
る
も
の
と
し
、
ま

た
、
後
者
の
費
用
は
加
盟
生
産
国
が
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
、
加
盟
消
費
国
が
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
負
担
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
費

用
の
額
は
前
者
の
費
用
の
額
の
三
分
の
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。

三
、
事
業
活
動
等
に
対
す
る
任
意
の
拠
出
金
が
減
少
傾
向
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
拠
出
対
象
と
な
る
事
業
を
特
定
す
る
従
来
の
方

式
で
は
任
意
の
拠
出
を
行
い
難
か
っ
た
拠
出
者
に
配
慮
し
、
よ
り
柔
軟
な
拠
出
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
課
題
又
は
分
野
の
み

を
特
定
し
て
拠
出
す
る
課
題
別
計
画
勘
定
を
置
く
こ
と
が
新
た
に
規
定
さ
れ
た
。

四
、
一
九
九
四
年
協
定
の
有
効
期
間
は
四
年
間
（
そ
の
後
二
回
各
三
年
間
延
長
可
）
で
あ
っ
た
た
め
、
中
長
期
的
な
行
動
計
画

を
策
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
こ
の
協
定
に
お
い
て
は
、
有
効
期
間
を
十
年
間
（
そ
の
後
一
回
目
は
五

年
間
、
二
回
目
は
三
年
間
延
長
可
）
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
長
期
的
な
観
点
か
ら
優
先
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
行

動
計
画
を
策
定
し
、
事
業
を
効
果
的
に
実
施
し
て
い
く
こ
と
を
可
能
と
し
た
。


